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仕  様  書 

 

１ 件 名 

保育士の人材派遣 

 

２ 派遣期間 

令和７年７月１日から令和７年 12月 26日（122日）までの間 

 

３ 派遣人数等 

 予定人数１名 

 

４ 派遣場所 

那須烏山市すくすく保育園：栃木県那須烏山市野上 703-1 

 

５ 業務内容 

（１）受注者は本仕様書に示す就業条件の基に、労働者派遣を行うこと。 

（２）派遣労働者の業務内容 

・クラス保育の補助（要支援児の介助等を含む）をすること。 

なお、上記に付随する業務が発生した場合には、その都度、指揮命令者の指示に従い

業務を行うものとする。 

 

６ 受注者の条件 

（１）派遣に当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律、その他関連法令を遵守すること。 

（２）派遣労働者の退職等の事態が発生した場合、また、派遣労働者が長期（５日以上）

にわたり休暇等で業務に従事しない場合は、速やかに代替の派遣労働者を派遣するこ

と。 

 

７ 配置する派遣労働者の条件 

（１）保育士資格を有する者であること。 

（２）集団保育での実務経験、または、障がい児保育の経験がある者であること。 

（３）１回の派遣期間中は、同一の保育士を基本とする。 

（４）業務遂行に当たり健康上支障のない者であること。 

（５）接遇、服装等において、保護者や利用者等から信用を損なうことのないよう十分

に注意を払うことができる者であること。 
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８ 派遣労働者の就業条件 

（１）就業日    月曜日から土曜日のうち、週５日勤務を基本としたシフト制勤務（原

則として日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。） 

（２）就業時間   １日７時間３０分を基本とするが、７時１５分から１８：００まで

の内、派遣労働者と勤務保育園との協議の上決定する。 

（３） 休憩時間   １時間とし、固定の時間は定めず勤務保育園との協議の上決定する。 

（４）便宜供与   保育園の職員が利用する駐車場・更衣室等について、派遣労働者 

が利用できるように便宜供与するものとする。 

 

９ 契約金額及び業務料の支払い 

（１）契約金額は、１時間当たりの単価に消費税及び地方消費税を加算した金額（当該金

額に 1円未満の端数がある場合も、その端数処理は行わない金額）とする。 

（２）算出される単価に１円未満の端数が生じる場合には、小数点第１位以下を切り捨て

るものとする。 

（３）勤務時間を 15分単位で計算し、１か月間ごとに集計する。その集計時間に１時間未

満の端数があるときは、「１時間未満の端数÷６０」で計算した係数を１時間の単価に

乗じることとする。この際、１円未満の端数を生じても、その端数処理は行わない。

ただし、当該契約に基づく請求金額に１円未満の端数を生じた場合は、当該端数金額

は切り捨てる。 

（４）支払方法については上記（１）～（３）により１か月ごとに履行を確認し、受注者

からの請求に基づき各月払いとする。 

 

10 関係書類の提出等 

（１）受注者は、次に示す事項について記された派遣労働者名簿を、派遣開始後１か月以

内に発注者に提出すること。 

ア 派遣労働者の氏名・性別・その他労働者派遣法第３５条所定事項 

イ 責任者及び苦情処理責任者氏名・連絡先 

ウ 細菌検査結果（Ｏ－１５７・Ｏ－１１１を含む。） 

エ 上記７（１）（２）の条件を満たした派遣労働者であることが確認できる書類 

 

（２）雇入れ時の健康診断は受注者で実施し、結果情報について、業務の履行に支障がな

いことを確認しておくこと。ただし、派遣開始日から過去１年以内に、受注者におい

て健康診断を実施している場合において、当該派遣労働者の健康状態に業務の履行上

問題がないと判断することができるとき、受注者以外の者が派遣開始日から３か月以

内に健康診断を実施しており、受注者においてその結果情報を確認し当該派遣労働者

の健康状態に業務の履行上問題がないと判断することができるときは、雇入れ時の健

康診断は必要ないものとする 

 



3 

（３）派遣期間中の派遣労働者の定期健康診断は受注者が実施することとし、その結果情

報については、業務の履行に支障が生じる場合等に限り、当該派遣労働者の同意を得

た上で必要な範囲で発注者と情報を共有し、勤務条件等について協議することとする

と。 

 

11個人情報等の取扱い 

（１）受注者及び派遣労働者は、当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。派遣期間終了後又は解除後も同様とする。 

（２）受注者及び派遣労働者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該業務に関

して知り得た情報を業務の目的外利用や第三者への提供をしてはならない。 

（３）受注者及び派遣労働者は、特定個人情報の保護及び提供に関する条例の規定を遵守

すること。また、受注者は派遣労働者に条例等を遵守させるための秘密保持契約を締

結する等必要な処置を講ずること。 

 

12その他 

（１）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、受注者と発

注者が協議の上、決定するものとする。 

 


